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答   申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）３４２条１項の規定に基づく固定資産税賦課処分及

び法７０２条１項の規定に基づく都市計画税賦課処分に係る審査請求

について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

 本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

   本件審査請求の趣旨は、東京都〇〇都税事務所長（以下「処分

庁」という。）が請求人に対し、令和２年６月１日付けで行っ

た別紙１物件目録記載の土地及び家屋（以下順に「本件土地」

及び「本件家屋」といい、併せて「本件土地家屋」という。）

に係る令和２年度分の固定資産税及び都市計画税（以下併せて

「固定資産税等」という。）賦課処分（内容は別紙２処分目録

記載のとおり。以下「本件処分」という。）の取消しを求める

ものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、おおむね以下の理由により、本件処分の違法性又は

不当性を主張し、本件処分の取消しを求めている。  

東京都の区画整理に協力し令和２年３月中旬までには、自宅

を解体し土地を東京都にお渡しをしているのですが、なぜ？固

定資産・都市計画税をお支払いしなければいけないのか？がわ
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かりません。令和２年３月～２～３年は、土地の使用も出来な

いのにお支払いをするのかが、わかりません。  

  

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の

規定を適用して棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和  ３年  ２月  ５日  諮問  

令和  ３年  ３月１５日  審議（第５３回第１部会）  

令和  ３年  ４月１９日  審議（第５４回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討し

た結果、以下のように判断する。  

 １  法令等の定め  

  ⑴  固定資産税等の納税義務者  

法３４３条１項は、固定資産税は、固定資産の所有者に課す

ると定め、同条２項は、前項の所有者とは、土地又は家屋に

ついては、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課

税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいうと定

めている。このことは、法７０２条１項及び２項により、都

市計画税においても同様であるとされている。  

  ⑵  固定資産税等の賦課期日  

法３５９条は、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の

属する年の１月１日とすると定めており、このことは、法７
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０２条の６の規定により、都市計画税においても同様とされ

ている。  

固定資産税等の納税義務者、課税客体、課税標準等の課税要

件は、賦課期日現在の状況によって確定されるものである。  

  ⑶  固定資産税等の課税標準及び住宅特例  

第三年度（法３４１条８号。本件においては、令和２年度を

指す。）に係る賦課期日に所在する土地又は家屋に対して課

する第三年度の固定資産税等の課税標準は、当該土地又は家

屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価

格で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳又は家屋課税台

帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されたものとされている

（法３４９条３項、７０２条２項）。  

この課税標準につき、法３４９条の３の２は、専ら人の居住

の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋

で 政 令 で 定 め る も の の 敷 地 の 用 に 供 さ れ て い る 土 地 （ 以 下

「住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の課税標

準は、法３４９条により課税標準となるべき価格の３分の１

の額とし（法３４９条の３の２第１項）、さらに、住宅用地

のうち、当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住

居で政令で定めるものの数（以下「住居の数」という。）で

除して得た面積が２００㎡までの場合は当該住宅用地（以下

「小規模住宅用地」という。）に対して 課する固定資産税の

課税標準は、上記３分の１の額のところを６分の１の額とす

る旨定めている（同条２項）。  

そして、法７０２条の３は、住宅用地に対して課する都市計

画税の課税標準は法３４９条により課税標準となるべき価格

の３分の２の額とし（法７０２条の３第１項） 、小規模住宅

用地の場合にはこれを３分の１の額とする （同条２項）旨を
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定めている。  

また、東京都都税条例（昭和２５年東京都条例第５６号。以

下「条例」という。）附則２０条は、土地の全部が小規模住

宅用地であるものに対して課する令和２年度分の都市計画税

の額は、同年度の都市計画税額から同年度の都市計画税の課

税標準に相当する額に１００分の０．１５を乗じて得た額を

控除した額に相当する金額とする旨定めている。  

  ⑷  固定資産税等の税率   

法３５０条は、固定資産税の標準税率は１００分の１．４と

定 め 、 法 ７ ０ ２ 条 の ４ は 、 都 市 計 画 税 の 税 率 は １ ０ ０ 分 の

０．３を超えることができないと定めており、法の各規定を

受 け て 、 条 例 １ ２ ２ 条 は 、 固 定 資 産 税 の 税 率 を １ ０ ０ 分 の

１．４と定め、条例１８８条の２７は、都市計画税の税率を

１００分の０．３と定めている。  

 ２  これを本件についてみると、固定資産税等の納税義務者、課税

客体及び課税標準等の課税要件は、賦課期日現在の状況によっ

て確定されるものである（上記１・⑵）ところ、令和２年度の

固定資産税等の賦課期日（令和２年１月１日）現在において、

請求人が本件土地家屋を所有していたことから、処分庁は、請

求人に対し本件処分を行ったものと認められる。  

処分庁作成の本件土地家屋に係る固定資産税税額計算 書及び

同都市計画税税額計算書を確認したところ、本件処分において

は、処分庁が固定資産税等の各課税標準を定めるに当たり、上

記１・⑶及び⑷の法の各規定を正しく適用してこれを算出した

ものであることが認められる。また、処分庁が、上記各課税標

準を基に固定資産税等の額を算出した過程についても、法及び

条例の各規定に違反する点及び違算等がないことが確認できる

ことから、この点においても、本件処分を違法又は不当なもの
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とすることはできない。  

したがって、本件処分は、上記１の法令等の定めに従ってな

されたものであり、違法又は不当な点はない。  

３  請求人の主張について  

請求人は、前記第３のように主張して、東京都の土地区画整

理事業に協力して本件家屋を解体し、本件土地も２、３年は利

用できないのに、固定資産税等を課税した本件処分は違法・不

当であると述べる。  

しかし、固定資産税の趣旨については、「土地に対する固定

資産税は、土地の資産価値に着目し、その所有という事実に担

税力を認めて課する一種の財産税であって、個々の土地の収益

性の有無にかかわらず、その所有者に対して課するもの」（最

高裁判所平成１５年６月２６日判決・民集第５７巻６号７２３

頁）とされており、本件土地のように土地区画整理事業に伴う

造成工事等により一定期間使用できないからといって固定資産

税等の課税対象から除外されるものではない。  

なお、土地区画整理事業の施行に係る土地の評価に 当たって

は、標準宅地の適正な時価に土地区画整理補正率（０．７）を

乗じて得た額を単位地積当たり評点数とすることで、評価額の

低減が図られており（東京都固定資産（土地）評価事務取扱要

領 （ 昭 和 ３ ８ 年 主 課 固 発 第 １ ７ ４ 号 ） 第 五 節 ・ 第 ５ ・ １ ・

（２））、本件土地についても当該措置が適用されている。こ

の取扱いは本件において合理的である。  

本件処分は上記２のとおり法令等の規定に基づく適正な処分と

認められることから、請求人の主張をもって本件処分の取消理由

とすることはできない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  
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以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

髙橋滋、千代田有子、川合敏樹  

 

別紙１及び別紙２（略）  


